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リオ州の安全情報(2016年４号) 

 

リオのカーニバルに関する注意喚起 

（ジカウイルス感染症の流行：妊婦及び妊娠予定の方は特にご注意下さい） 

 

リオ州の安全情報第２号、第３号でお伝えしているとおり、当地では現在、ジカウィルス感染症

の発生が増加しています。２月１日、最近のブラジルにおける小頭症及びその他神経障害急増につ

いて、WHO（世界保健機関）は、「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」を宣言するととも

に、妊娠中及び妊娠適齢期の女性のジカウイルスへの感染を減少させるための各種対策を含む勧告

を発表しています。 

また、外務省では２月２日、以下のＵＲＬの通り、外務省海外安全ホームページに「感染症スポ

ット情報の発出（ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルに関する注意喚起）」を掲載しています。 

 

ＵＲＬ：http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2016C039 

 

ジカウィルス感染症と小頭症等との関係については引き続き研究が行われていますが、WHOの緊急

事態宣言を踏まえ、詳細な調査結果が得られるまでの間、特に妊娠中の方又は妊娠を予定している

方は、ブラジルへの渡航、滞在を可能な限りお控え下さい。 

カーニバルに参加する際には，当館等からの最新の関連情報を入手するとともに、なるべく肌を

露出しない服を着用し、肌が露出した部分や衣服に有効成分の高い昆虫忌避剤（虫除けスプレー等）

を２～３時間おきに塗布するなど、以下リンク先の内容を参考に十分な感染予防に努めて下さい。 

 

以下リンク先内容 

ブラジル・リオデジャネイロのカーニバルに関する注意喚起（ジカウイルス

感染症の流行：妊婦及び妊娠予定の方は特にご注意ください。）  

2016年 02月 02日  

１．カーニバルに関する注意喚起 

 ブラジルのリオデジャネイロでは、本年２月７日（日）、８日（月）を中心にカーニバルが開催されま

すが、同国では現在ジカウイルス感染症が流行しており、カーニバルに参加するため渡航・滞在を予定

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcspotinfo.asp?infocode=2016C039


している方は、蚊に刺されないよう、十分な注意が必要です。ジカウイルス感染症は、ジカウイルスを

持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するので、カーニバルに参加する際には，

なるべく肌を露出しない服を着用し、肌が露出した部分や衣服に有効成分の高い昆虫忌避剤（虫除けス

プレー等）を２～３時間おきに塗布するなど、以下３．（４）を参考に予防策に努めて下さい。 

 

２．世界保健機関（ＷＨＯ）による緊急事態宣言 

 ＷＨＯは、２月１日に開催されたジカウイルス感染症に関する国際保健規則（ＩＨＲ）緊急委員会（第

１回）会合の勧告を踏まえ、最近のブラジルにおける小頭症その他神経障害の急増について、「国際的に

懸念される公衆の保健上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ、Public Health Emergency of International Conce

rn）」を宣言するとともに、妊娠中及び妊娠適齢期の女性のジカウイルスへの感染を減少させるための各

種対策を含む勧告を発表しました。 

 ジカウイルス感染症と小頭症等の関係については引き続き研究が行われていますが、ＷＨＯの緊急事

態宣言を踏まえ、詳細な調査結果が得られるまでの間、特に妊娠中の方又は妊娠を予定している方は、

ブラジルへの渡航・滞在を可能な限りお控え下さい。やむを得ず渡航・滞在する場合には、在リオデジ

ャネイロ総領事館等からの最新の関連情報を入手するとともに、蚊に刺されないよう十分な感染予防に

努めてください。 

 なお、中南米等におけるジカウイルス感染症の流行に関し、感染症危険情報を発出していますので，

併せて参考にしてください。 

 http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?infocode=2016T012#ad-image-0 

 

３．ジカウイルス感染症について 

（１）感染源 

 ジカウイルスによる感染症で、ウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで

感染します。感染した人を蚊が刺すと、蚊の体内でウイルスが増殖し、その蚊に人が刺されると感染す

る可能性があります。 

（２）症状 

http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo.asp?infocode=2016T012#ad-image-0


 ジカウイルスを保有した蚊に刺されて感染してから発症するまでの期間（潜伏期間）は３～１２日で、

およそ２割の人に発症します。発症すると軽度の発熱（３８．５℃未満）、頭痛、関節痛、結膜炎、班丘

疹、疲労感、倦怠感などを呈しますが、一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。 

（３）治療方法 

 現在、ジカウイルス感染症には有効な薬がなく、対症療法が行われます。ジカウイルス感染症が流行

している地域で蚊に刺されて発熱が続く、または発熱後に発疹が出たなど、ジカウイルス感染症を疑う

症状が現れた場合には、医療機関への受診をお勧めします。 

（４）予防 

 ジカウイルス感染症には有効なワクチンもなく、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法で

す。ブラジルに旅行を予定されている方は、１月～５月にかけて蚊の繁殖が最盛期を迎えますので、次

の点に十分注意の上、感染の予防に努めてください。 

●外出する際には長袖シャツ・長ズボンなどの着用により肌の露出を少なくし、肌の露出した部分や衣

服に昆虫忌避剤（虫除けスプレー等）を２～３時間おきに塗布する。昆虫忌避剤は，ディート（DEET）

やピカリジン（Picardin）等の有効成分のうちの１つを含むものを、商品毎の用法・用量で適切に使用

してください。 

●室内においても、電気蚊取り器、蚊取り線香や殺虫剤、蚊帳（かや）等を効果的に使用する。 

●規則正しい生活と十分な睡眠、栄養をとることで抵抗力をつける。 

●軽度の発熱や頭痛、関節痛や筋肉痛、発疹等が現れた場合には、ジカウイルス感染症を疑って、直ち

に専門医師の診断を受ける。 

●蚊の繁殖を防ぐために、タイヤ、バケツ、おもちゃ、ペットの餌皿等を屋外放置しない、植木の水受

け等には砂を入れるなどの対策をとる。 

（参考） 

 ○厚生労働省ＨＰ（ジカウイルス感染症について） 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html 

 ○国際保健機関（ＷＨＯ）：Zika virus Disease（英文） 

 http://www.who.int/csr/disease/zika/en/ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000109881.html
http://www.who.int/csr/disease/zika/en/


 

（問い合わせ窓口） 

 ○外務省領事サービスセンター 

  住所：東京都千代田区霞が関 2-2-1 

  電話：（代表）03-3580-3311（内線）2902 

（外務省関連課室連絡先） 

 ○外務省領事局政策課（海外医療情報） 

  電話：（代表）03-3580-3311（内線）2850 

 ○外務省 海外安全ホームページ： http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

        (携帯版)  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp 

 

（現地大使館連絡先） 

 ○在ブラジル日本国大使館 

  電話：（市外局番 61）3442-4200 

   国外からは（国番号 55）-61-3442-4200 

  ホームページ：http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html  

 ○在ベレン領事事務所 

  電話：（市外局番 91) 3249-3344 

   国外からは（国番号 55）-91-3249-3344 

  ホームページ：http://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html 

 ○在レシフェ領事事務所 

  電話：（市外局番 81）3207-0190 

   国外からは（国番号 55）-81-3207-0190 

  ホームページ：http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html 

 ○在サンパウロ日本国総領事館 

  電話：（市外局番 11）3254-0100 

http://www.anzen.mofa.go.jp/
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp
http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html
http://www.belem.br.emb-japan.go.jp/pt/jp/index.html
http://www.br.emb-japan.go.jp/nihongo/recife.html


   国外からは（国番号 55）-11-3254-0100 

  ホームページ：http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/jp/index.htm  

 ○在リオデジャネイロ日本国総領事館 

  電話：（市外局番 21）3461-9595 

   国外からは（国番号 55）-21-3461-9595 

  ホームページ：http://www.rio.br.emb-japan.go.jp/nihongo/index.html  

 ○在クリチバ日本国総領事館 

  電話：（市外局番 41) 3322-4919 

   国外からは（国番号 55）-41-3322-4919 

  ホームページ：http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/index_j.html 

 ○在ポルトアレグレ領事事務所 

  電話：（市外局番 51) 3334-1299 

   国外からは（国番号 55）-51-3334-1299 

  ホームページ：http://www.curitiba.br.emb-japan.go.jp/poa_j.html  

 ○在マナウス日本国総領事館 

  電話：（市外局番 92) 3232-2000 

   国外からは（国番号 55）-92-3232-2000 

  ホームページ：http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/  
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